
お 知 ら せ 

高 松 地 方 気 象 台 

 

香川県の大雨警報・注意報基準の変更について 

 

土砂災害に対する大雨警報・注意報の基準を変更します。 

（浸水害に対する基準の変更はありません。） 

 

 

大雨警報・注意報が防災活動へより有効に活用して頂けるよう、平成 24 年１

月 31 日（火）13 時から大雨警報・注意報の発表基準のうち、土壌雨量指数によ

る基準（土砂災害に対する基準）を変更します。 

大雨警報・注意報の発表に用いる土壌雨量指数の基準は、土砂災害警戒情報

の発表基準と関連しています。 

この土砂災害警戒情報の発表基準を同日から一部見直すことに伴い、大雨警

報・注意報の基準（土壌雨量指数による基準）を別紙のとおり変更します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［本件に関する問合せ先］ 
高松地方気象台防災業務課 

電話 087-867-6114  

  



香川県の大雨警報・注意報基準の新旧対照表 

 

別紙 

※ 土壌雨量指数基準値は 1km 四方毎に設定しているが、本表の土壌雨量指数基準には、市町村内における

基準値の最低値を示している。 


